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(57)【要約】
【課題】柱頭部ＰＣ桁仮固定部材の撤去が、短時間で、
かつ容易に行なわれる柱頭部ＰＣ桁仮固定構造の提供。
【解決手段】張り出し架設を行なう橋梁の柱頭部ＰＣ桁
１１を下部工１０の上端との間にコンクリート製の仮沓
１２を介在させるとともに、下部工１０に対しＰＣ緊張
材１３を使用して仮固定する張り出し架設ＰＣ桁の柱頭
部仮固定に際し、仮沓１２は、上下面に一体に突設した
多数のせん断キー２４有し、該せん断キー２４を仮沓上
面側の柱頭部ＰＣ桁下面及び下部工上面に嵌合させ、該
せん断キー２４によって仮沓１２と柱頭部ＰＣ桁１１及
び下部工１０と間の水平方向のせん断力に対抗させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　張り出し架設を行なう橋梁の柱頭部ＰＣ桁を下部工の上端との間に、コンクリート製の
仮沓を介在させるとともに、該柱頭部ＰＣ桁を下部工に対しＰＣ緊張材を使用して仮固定
する張り出し架設ＰＣ桁の柱頭部仮固定構造において、
　前記仮沓は、上下面に一体に突設した多数のせん断キーを有し、該せん断キーを仮沓上
面側の柱頭部ＰＣ桁下面及び下部工上面に嵌合させ、該せん断キーによって仮沓と柱頭部
ＰＣ桁及び下部工と間の水平方向のせん断力に対抗させるようにしたことを特徴としてな
る張り出し架設ＰＣ桁の柱頭部仮固定構造。
【請求項２】
　前記仮沓は、側部周面を構成する鋼殻を有し、該鋼殻内に無筋コンクリートを充填して
構成されている請求項１に記載の張り出し架設ＰＣ桁の柱頭部仮固定構造。
【請求項３】
　前記せん断キーは、橋軸方向と直交する向きの凹凸条を橋軸方向に交互に配置した波型
に形成することによって構成されている請求項１又は２の何れか１に記載の張り出し架設
ＰＣ桁の柱頭部仮固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋桁を片持式に順次張り出すことによって構築する張り出し架設工法におい
て、橋脚等の下部工上に設置する柱頭部ＰＣ桁を仮固定するための張り出し架設工法にお
ける柱頭部ＰＣ桁仮固定構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　一般に、ＰＣ橋の張り出し架設工法では、架設後の連続桁全体にプレストレスを導入
させるものであるが、張り出し架設途中においては橋脚等の下部工と、該下部工上に支持
させた柱頭部ＰＣ桁とを仮固定させておき、これによって架設時の安定性を確保している
。
【０００３】
　また、互いに対向して順次張り出された桁の端部間が互いに付き合わされて連続桁が形
成された後、連続桁全体にプレストレスを導入するために、前記仮固定を解除する必要が
ある。
【０００４】
　従来の仮固定構造は、図５に示す構造が一般的であった（例えば特許文献１）。同図に
おいて１は主として橋脚からなる下部工であり、２は柱頭部ＰＣ桁である。この柱頭部Ｐ
Ｃ桁２を形成する際に、下部工１上に鉄筋コンクリート製の仮沓３を設置するとともに、
下部工１内に下端側を定着させたＰＣ緊張材４を、仮沓３に貫通させて柱頭部ＰＣ桁２に
挿通し、その上端を柱頭部ＰＣ桁２の上面側に支持させて緊張定着させ、これによって張
り出し桁の上下方向の回転モーメントに対抗させている。
【０００５】
　一方、これとは別に、Ｈ型鋼５の両端を下部工１と柱頭部ＰＣ桁２に埋設した状態で設
置し、これによって地震時の水平方向のせん断力に対抗させている。
【特許文献１】特開平７－７１００７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、上述した連続桁式の張り出し架設工法では、片持式によって張り出し形成した
対向する桁端部が接合された状態の連続桁全体にプレストレスを導入するものであり、桁
端部間が接合された後、速やかにプレストレスを導入する必要があるが、柱頭部ＰＣ桁と
下部工間が仮固定されたままではプレストレスが導入されにくい。このため仮固定を速や



(3) JP 2010-37726 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

かに解除する必要がある。
【０００７】
　しかし、上述した従来の柱頭部ＰＣ桁仮固定構造では、鉛直力を受けている仮沓は鉄筋
コンクリート製である場合が多く、その撤去にはコンクリートのはつりと鉄筋の切断とを
行なわなければならず、作業が著しく困難である。
【０００８】
　また、水平方向のせん断抵抗を受け持っているＨ型鋼は、上下の端部が柱頭部ＰＣ桁及
び下部工内に埋設されているため、これをガス等で切断しなければならず、切断後にはそ
の切断面が露出することとなり、その露出面に防錆処理を施さなければならない。
【０００９】
　以上のように、従来の柱頭部ＰＣ桁仮固定の解除には多くの困難な作業が必要であるた
め、短時間での撤去は困難であるとともに、耐久性等の問題があった。
【００１０】
　本発明はこのような従来の問題に鑑み、柱頭部ＰＣ桁仮固定部材の撤去が、短時間で、
かつ容易に行なわれ、桁連続後に短時間でプレストレス導入作業を行なうことができる張
り出し架設工法における柱頭部ＰＣ桁仮固定構造の提供を目的としてなされたものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の如き従来の問題を解決し、所期の目的を達成するための請求項１に記載の発明の
特徴は、張り出し架設を行なう橋梁の柱頭部ＰＣ桁を下部工の上端との間に、コンクリー
ト製の仮沓を介在させるとともに、該柱頭部ＰＣ桁を下部工に対しＰＣ緊張材を使用して
仮固定する張り出し架設ＰＣ桁の柱頭部仮固定構造において、
　前記仮沓は、上下面に一体に突設した多数のせん断キーを有し、該せん断キーを仮沓上
面側の柱頭部ＰＣ桁下面及び下部工上面に嵌合させ、該せん断キーによって仮沓と柱頭部
ＰＣ桁及び下部工と間の水平方向のせん断力に対抗させるようにしたことにある。
【００１２】
　請求項２に記載の発明の特徴は、請求項１の構成に加え、前記仮沓は、側部周面を構成
する鋼殻を有し、該鋼殻内に無筋コンクリートを充填して構成されていることにある。
【００１３】
　請求項３に記載の発明の特徴は、請求項１又は２の何れか１の請求項の構成に加え、前
記せん断キーは、橋軸方向と直交する向きの凹凸条を橋軸方向に交互に配置した波型に形
成することによって構成されていることにある。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明においては、仮沓として、上下面に一体に突設した多数のせん断キー有するもの
を使用し、該せん断キーを仮沓上面側の柱頭部ＰＣ桁下面及び下部工上面に嵌合させ、該
せん断キーによって仮沓と柱頭部ＰＣ桁及び下部工と間の水平方向のせん断力に対抗させ
るようにしたことにより、従来使用していた水平方向のせん断抵抗を受け持たせるＨ型鋼
が不要になり、柱頭部ＰＣ桁の仮固定解除作業は、ＰＣ緊張材の緊張解除と、仮沓の除去
作業によって完了するため、従来に比べて作業工数が少なく、短時間で連続桁のプレスト
レスの導入を完了することができる。
【００１５】
　また、水平方向のせん断抵抗を受け持たせるＨ型鋼を使用しないため、その切断作業や
切断作業後の防錆作業が不要となり、作業工数が著しく削減される。
【００１６】
　また、本発明では、前記仮沓は、側部周面を構成する鋼殻を有し、該鋼殻内に無筋コン
クリートを充填して構成されていることにより、仮沓の撤去に際し、鋼殻はガス切断等に
よって切断することにより容易に除去でき、また、鋼殻除去後に残るコンクリートは無筋
であるため、コンクリートブレーカーによって容易かつ短時間に除去できる。
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【００１７】
　更に、本発明では、前記せん断キーは、橋軸方向と直交する向きの凹凸条を橋軸方向に
交互に配置した波型に形成することによって構成されていることにより、マッチキャスト
形式によって仮沓の上下面のせん断キーと整合する形状に、下側の下部工及び上側の柱頭
部ＰＣ桁の各対応面が容易に形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に本発明の実施の形態を図１～図４に示した実施例に基づいて説明する。図において
符号１０は、橋脚等の下部工であり、１１は下部工１０上に仮固定した柱頭部ＰＣ桁であ
る。この仮固定は、仮沓１２とＰＣ緊張材１３とによってなされている。ＰＣ緊張材１３
は下端が下部工１０内に埋設されて定着され、上端側が仮沓１２を通して柱頭部ＰＣ桁１
１に貫通され、その上端が支圧板を介して定着具１４により緊張定着されている。
【００１９】
　仮沓１２は、図２～図４に示すように、上下面を除く側部周面に鋼鈑からなる鋼殻２０
を備え、その内部にコンクリート２１を打設して構成されており、コンクリートは鉄筋を
使用しない無筋コンクリート構造となっている。
【００２０】
　鋼殻２０は、仮沓１２の側部周面を構成している他、その内部を複数の隔室に仕切る隔
壁２２が一体に備えられ、その各隔室内にコンクリート２１が充填されて構成されている
。
【００２１】
　仮沓１２の上下面は、前記鋼殻２０の上下縁部より後述するせん断キーの高さ分だけ突
出されてコンクリート２１が打設されており、該上下面に多数のせん断キー２４が一体に
形成されている。
【００２２】
　仮沓１２の上下面は、凹溝２４ａと突条２４ｂが交互に並べて形成されることにより断
面が波型に形成され、その波型の凸部がせん断キー２４となっている。この突条２４ａか
らなるせん断キー２４を柱頭部ＰＣ桁１１の橋軸方向と直交する方向に向けて設置してい
る。
【００２３】
　この仮沓１２の上下面と接合する柱頭部ＰＣ桁１１の下面及び下部工１０の上面は、互
いに嵌りあう形状に形成されており、仮沓のせん断キー２４の間に柱頭部ＰＣ桁１１下面
及び下部工上面のせん断キー２５が密に嵌り合っている構造となっている。
【００２４】
　仮沓１２の設置は、先ず仮沓１２を鋼殻２０付きのコンクリートブロックとして形成し
ておき、これを下部工の上面形成に際し、仮沓２０を下部工コンクリートの固化前に該下
部工上面に置くことによって、仮沓２０の下面が互いに密着して嵌りあう形状にせん断キ
ー２５を形成し、このようにして下部工１０の上面に設置した仮沓２０の上面に直接柱頭
部ＰＣ桁１１を形成するコンクリートを打設することによって仮沓２０の上面が互いに密
着して嵌りあう形状にせん断キー２５を形成することができる。
【００２５】
　尚、上述したせん断キー２４，２５は、この実施例では断面波型に形成しているが、こ
の他、断面が台形等の角型突条であってもよく、更には、格子状の凹溝を形成することに
よって形成される角型の突起であってもよい。
【００２６】
　このように、上下面にせん断キーを有する仮沓２０を使用し、その上下面のせん断キー
２４を柱頭部ＰＣ桁１１下面及び下部工１０上面に密に嵌め合わせるとともに、ＰＣ緊張
材１３によって下部工１０と柱頭部ＰＣ桁１１間を引き寄せる方向の荷重をかけることに
より、せん断キー２４の存在によって、橋桁の張り出し施工時に生じる水平方向のせん断
力に十分に対抗させることができ、従来使用していた耐せん断力用のＨ型鋼が不要となる
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【００２７】
　また、仮固定時及び橋桁張り出し施工時に仮沓１２に作用する垂直荷重に対しては外周
面の鋼殻２０によって座屈が防止され、鉄筋コンクリートと同様又はそれ以上に、耐える
ことができる。
【００２８】
　そして、仮固定を解除する際には、従来と同様にＰＣ緊張材１３による緊張を解除した
後、仮沓１２の周面の鋼殻２０は、その表面から切断することによって容易に除去でき、
鋼殻２０を除去したあとに残るコンクリート２１は、鉄筋が埋設されていない無筋コンク
リートであるため、コンクリートブレーカー等の簡易な装置により容易に除去することが
できる。
【００２９】
　このように、下部工間に跨った連続桁が完成した後の仮固定の解除は、ＰＣ緊張材１３
による緊張解除と、前述した仮沓１２の短時間での容易な除去作業によってなされ、従来
のようなＨ型鋼の除去が不要であるため、連続桁に対するプレストレスの導入作業を早期
に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施例である下部工に対する柱頭部ＰＣ桁の仮固定状態を示す縦断面
図である。
【図２】図１に示す実施例に使用されている仮沓部分の拡大断面図である。
【図３】図１に示す実施例に使用されている仮沓の平面図である。
【図４】同、側面図である。
【図５】従来の下部工に対する柱頭部ＰＣ桁の仮固定状態を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
１０　下部工
１１　柱頭部ＰＣ桁
１２　仮沓
１３　ＰＣ緊張材
１４　定着具
２０　鋼殻
２１　コンクリート
２２　隔壁
２４　せん断キー
２４ａ　凹溝
２４ｂ　突条
２５　せん断キー
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